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【手続補正書】
【提出日】平成28年1月15日(2016.1.15)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　３０～７５デニールの総繊度を有するポリトリメチレンテレフタレート（ＰＴＴ）糸と
、
　２０～７０デニールの総繊度および１００％を超える破断時伸びを有する弾性糸と
を含むロックニット柄を有する経編生地であって、
　（ａ）７０：３０～９０：１０の前記ＰＴＴ糸対前記弾性糸の重量比、
　（ｂ）１５～３５コース／ｃｍのコース密度、および１８０ｇ／ｍ2以上の基本重量、
および
　（ｃ）経方向において１２０％～１８５％の伸び、および緯方向において８０％～１５
０％の伸び
を備える、ロックニット柄を有する経編生地。
【請求項２】
　前記弾性糸が、式（１）、
　ＴＤe＝ＢＤe×［ＲＩptt／ＲＩe］×ＬＫ×ＳＤ　　　（１）
により計算される２．６倍～４．０倍の総ドラフトを有し、
　式中、
　ＴＤe：弾性糸の総ドラフト、
　ＢＤe：弾性糸のビームドラフトであり、１．７倍、
　ＲＩptt：ＰＴＴ糸の編込長であり、約１４００～２０００ｍｍ／ラックの範囲、
　ＲＩe：弾性糸の編込長であり、約２００～１０００ｍｍ／ラックの範囲、
　ＬＫ：ロックニット柄の編込比であり、１．３３、および
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　ＳＤ：弾性糸のスプールドラフトであり、１．０倍、
である、請求項１に記載のロックニット柄の経編生地の製造方法。
【請求項３】
　衣類用への請求項１に記載のロックニット柄の前記経編生地の使用。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１２８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１２８】
　本発明を、特定の実施形態に関連して述べてきたが、多くの代替案、修正形態、および
変形形態が当業熟練者には明瞭なことは歴然としている。したがって本発明は、別添の特
許請求の範囲のその精神および広い範囲に含まれるそのようなすべての代替案、修正形態
、および変形形態を包含することを意図している。
　次に、本発明の態様を示す。
1.　３０～７５デニールの総繊度を有するポリトリメチレンテレフタレート（ＰＴＴ）糸
と、
　２０～７０デニールの総繊度および１００％を超える破断時伸びを有する弾性糸と
を含むロックニット柄を有する経編生地であって、
　（ａ）７０：３０～９０：１０の前記ＰＴＴ糸対前記弾性糸の重量比、
　（ｂ）１５～３５コース／ｃｍのコース密度、および１８０ｇ／ｍ2以上の基本重量、
および
　（ｃ）経方向において１２０％～１８５％の伸び、および緯方向において８０％～１５
０％の伸び
を備える、ロックニット柄を有する経編生地。
2.　２０～３０コース／ｃｍのコース密度および約１８０～２５０ｇ／ｍ2の基本重量を
有する、上記１に記載のロックニット柄の経編生地。
3.　前記弾性糸が、式（１）、
　ＴＤe＝ＢＤe×［ＲＩptt／ＲＩe］×ＬＫ×ＳＤ　　　（１）
により計算される２．６倍～４．０倍の総ドラフトを有し、
　式中、
　ＴＤe：弾性糸の総ドラフト、
　ＢＤe：弾性糸のビームドラフトであり、１．７倍、
　ＲＩptt：ＰＴＴ糸の編込長であり、約１４００～２０００ｍｍ／ラックの範囲、
　ＲＩe：弾性糸の編込長であり、約２００～１０００ｍｍ／ラックの範囲、
　ＬＫ：ロックニット柄の編込比であり、１．３３、および
　ＳＤ：弾性糸のスプールドラフトであり、１．０倍、
である、上記１に記載のロックニット柄の経編生地の製造方法。
4.　前記弾性糸の前記総ドラフトが、２．８倍～３．６倍である、上記３に記載の方法。
5.　前記弾性糸の前記総ドラフトが、３．０倍～３．４倍である、上記３に記載の方法。
6.　ＲＩptt／ＲＩeの前記比が、２．０を超える、上記３に記載の方法。
7.　ＲＩptt／ＲＩeの前記比が、２．２～２．８である、上記３に記載の方法。
8.　衣類用への上記１に記載のロックニット柄の前記経編生地の使用。
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